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            請 求 の 趣 旨 目 録 

 

第１ 第１事件 

 １  被告Ａ２は，会社原告に対し，被告Ａ５及び被告Ａ６と連帯して，５０００

万円及びこれに対する平成２４年１月２８日から支払済みまで年５分の割合

による金員を支払え。 

   イ 被告Ａ３及び被告Ａ４は，それぞれ，会社原告に対し，被告Ａ５及び被告Ａ

６と連帯して，２５００万円及びこれに対する平成２４年１月２８日から支払

済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

   ウ 被告Ａ５及び被告Ａ６は，会社原告に対し，連帯して，１億円及びこれに対

する被告Ａ５については平成２４年１月２８日から，被告Ａ６については同年

２月２日から，それぞれ支払済みまで年５分の割合による金員（ただし，５０

００万円及びこれに対する同年１月２８日から支払済みまで年５分の割合に

よる金員の限度で被告Ａ２と連帯して，２５００万円及びこれに対する同日か

ら支払済みまで年５分の割合による金員の限度で被告Ａ３及び被告Ａ４とそ

れぞれ連帯して）を支払え。 

   被告Ａ２は，会社原告に対し，被告Ａ５，被告Ａ６及び被告Ａ７と連帯して，

１億円及びこれに対する平成２４年１月２８日から支払済みまで年５分の割

合による金員を支払え。 

   イ 被告Ａ３及び被告Ａ４は，それぞれ，会社原告に対し，被告Ａ５，被告Ａ６

及び被告Ａ７と連帯して，５０００万円及びこれに対する平成２４年１月２８

日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

   ウ 被告Ａ５，被告Ａ６及び被告Ａ７は，会社原告に対し，連帯して，２億円及

びこれに対する被告Ａ５については平成２４年１月２８日から，被告Ａ６につ

いては同年２月２日から，被告Ａ７については同年１月３０日から，それぞれ

支払済みまで年５分の割合による金員（ただし，１億円及びこれに対する同月
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２８日から支払済みまで年５分の割合による金員の限度で被告Ａ２と連帯し

て，５０００万円及びこれに対する同日から支払済みまで年５分の割合による

金員の限度で被告Ａ３及び被告Ａ４とそれぞれ連帯して）を支払え。 

   被告Ａ２は，会社原告に対し，被告Ａ５，被告Ａ６，被告Ａ７及び被告Ａ８

と連帯して，１億円及びこれに対する平成２４年１月２８日から支払済みまで

年５分の割合による金員を支払え。 

   イ 被告Ａ３及び被告Ａ４は，それぞれ，会社原告に対し，被告Ａ５，被告Ａ６，

被告Ａ７及び被告Ａ８と連帯して，５０００万円及びこれに対する平成２４年

１月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

   ウ 被告Ａ５，被告Ａ６，被告Ａ７及び被告Ａ８は，会社原告に対し，連帯して，

２億円及びこれに対する被告Ａ５については平成２４年１月２８日から，被告

Ａ６については同年２月２日から，被告Ａ７については同年１月３０日から，

被告Ａ８については同月２９日から，それぞれ支払済みまで年５分の割合によ

る金員（ただし，１億円及びこれに対する同月２８日から支払済みまで年５分

の割合による金員の限度で被告Ａ２と連帯して，５０００万円及びこれに対す

る同日から支払済みまで年５分の割合による金員の限度で被告Ａ３及び被告

Ａ４とそれぞれ連帯して）を支払え。 

  被告Ａ２は，会社原告に対し，被告Ａ５及び被告Ａ６と連帯して，２億５００

０万円及びこれに対する平成２４年１月２８日から支払済みまで年５分の割合

による金員を支払え。 

   被告Ａ３及び被告Ａ４は，それぞれ，会社原告に対し，被告Ａ５及び被告Ａ６

と連帯して，１億２５００万円及びこれに対する平成２４年１月２８日から支払

済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

   被告Ａ５及び被告Ａ６は，会社原告に対し，連帯して，５億円及びこれに対す

る被告Ａ５については平成２４年１月２８日から，被告Ａ６については同年２月

２日から，それぞれ支払済みまで年５分の割合による金員（ただし，２億５００
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０万円及びこれに対する同年１月２８日から支払済みまで年５分の割合による

金員の限度で被告Ａ２と連帯して，１億２５００万円及びこれに対する同日から

支払済みまで年５分の割合による金員の限度で被告Ａ３及び被告Ａ４とそれぞ

れ連帯して）を支払え。 

 ３ 被告Ａ６，被告Ａ７及び被告Ａ８は，会社原告に対し，連帯して，５億円及びこ

れに対する，被告Ａ６については平成２４年２月２日から，被告Ａ７については同

年１月３０日から，被告Ａ８については同月２９日から，それぞれ支払済みまで年

５分の割合による金員を支払え。 

  被告Ａ６，被告Ａ７及び被告Ａ８は，会社原告に対し，連帯して，５億円及び

これに対する，被告Ａ６については平成２４年２月２日から，被告Ａ７について

は同年１月３０日から，被告Ａ８については同月２９日から，それぞれ支払済み

まで年５分の割合による金員を支払え。 

   被告Ａ６，被告Ａ７及び被告Ａ８は，会社原告に対し，連帯して，５億円及び

これに対する，被告Ａ６については平成２４年２月２日から，被告Ａ７について

は同年１月３０日から，被告Ａ８については同月２９日から，それぞれ支払済み

まで年５分の割合による金員を支払え。 

 ５ 主文第１項と同旨。 

  被告Ａ６，被告Ａ７及び被告Ａ８は，会社原告に対し，連帯して，１０億円及

びこれに対する，被告Ａ６については平成２４年２月２日から，被告Ａ７につい

ては同年１月３０日から，被告Ａ８については同月２９日から，それぞれ支払済

みまで年５分の割合による金員を支払え。 

   被告Ａ６，被告Ａ７，被告Ａ８及び被告Ａ９は，会社原告に対し，連帯して，

１億円及びこれに対する，被告Ａ６については平成２４年２月２日から，被告Ａ

７については同年１月３０日から，被告Ａ８については同月２９日から，被告Ａ

９については同月２８日から，それぞれ支払済みまで年５分の割合による金員を

支払え。 
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  被告Ａ２は，会社原告に対し，被告Ａ５，被告Ａ６，被告Ａ７，被告Ａ８及び

被告Ａ９と連帯して，５０００万円及びこれに対する平成２６年７月２日から支

払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

   被告Ａ３及び被告Ａ４は，それぞれ，会社原告に対し，被告Ａ５，被告Ａ６，

被告Ａ７，被告Ａ８及び被告Ａ９と連帯して，２５００万円及びこれに対する平

成２６年７月２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

   被告Ａ５，被告Ａ６，被告Ａ７，被告Ａ８及び被告Ａ９は，会社原告に対し，

連帯して，１億円及びこれに対する，被告Ａ５，被告Ａ６及び被告Ａ８について

は平成２６年７月２日から，被告Ａ７については同月４日から，被告Ａ９につい

ては同月３日から，それぞれ支払済みまで年５分の割合による金員（ただし，５

０００万円及びこれに対する同月２日から支払済みまで年５分の割合による金

員の限度で被告Ａ２と連帯して，２５００万円及びこれに対する同日から支払済

みまで年５分の割合による金員の限度で被告Ａ３及び被告Ａ４とそれぞれ連帯

して）を支払え。 

第２ 第２事件 

 １ 被告Ａ１０，被告Ａ１１，被告Ａ１２，被告Ａ１３，被告Ａ１４，被告Ａ１５，

被告Ａ１６，被告Ａ１７，被告Ａ１８及び被告Ａ１９は，会社原告に対し，連帯し

て，１７億１９４４万９５５５円及びこれに対する平成２４年２月４日から支払済

みまで年５分の割合による金員を支払え。 

 ２ 被告Ａ１０，被告Ａ１１，被告Ａ１２，被告Ａ１３，被告Ａ１４，被告Ａ１５，

被告Ａ１６，被告Ａ１７，被告Ａ１８及び被告Ａ１９は，会社原告に対し，連帯し

て，１２億７３４８万６９００円及びこれに対する，被告Ａ１０，被告Ａ１１，被

告Ａ１２，被告Ａ１３，被告Ａ１４，被告Ａ１５，被告Ａ１６，被告Ａ１７及び被

告Ａ１８については平成２６年７月１０日から，被告Ａ１９については同月１６日

から，それぞれ支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

第３ 第４事件 
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 １  被告Ａ２は，会社原告に対し，被告Ａ５及び被告Ａ６と連帯して，１４億６

８５１万１５２８円及びこれに対する平成２４年２月２日から支払済みまで

年５分の割合による金員を支払え。 

   イ 被告Ａ３及び被告Ａ４は，それぞれ，会社原告に対し，被告Ａ５及び被告Ａ

６と連帯して，７億３４２５万５７６４円及びこれに対する平成２４年２月２

日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

   ウ 被告Ａ５及び被告Ａ６は，会社原告に対し，連帯して，２９億３７０２万３

０５６円及びこれに対する平成２４年２月２日から支払済みまで年５分の割

合による金員（ただし，１４億６８５１万１５２８円及びこれに対する同日か

ら支払済みまで年５分の割合による金員の限度で被告Ａ２と連帯して，７億３

４２５万５７６４円及びこれに対する同日から支払済みまで年５分の割合に

よる金員の限度で被告Ａ３及び被告Ａ４とそれぞれ連帯して）を支払え。 

   被告Ａ２は，会社原告に対し，被告Ａ５，被告Ａ６及び被告Ａ７と連帯して，

１９億０８０７万４３４１円及びこれに対する平成２４年２月２日から支払

済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

   イ 被告Ａ３及び被告Ａ４は，それぞれ，会社原告に対し，被告Ａ５，被告Ａ６

及び被告Ａ７と連帯して，９億５４０３万７１７０円及びこれに対する平成２

４年２月２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

   ウ 被告Ａ５，被告Ａ６及び被告Ａ７は，会社原告に対し，連帯して，３８億１

６１４万８６８２円及びこれに対する平成２４年２月２日から支払済みまで

年５分の割合による金員（ただし，１９億０８０７万４３４１円及びこれに対

する同日から支払済みまで年５分の割合による金員の限度で被告Ａ２と連帯

して，９億５４０３万７１７０円及びこれに対する同日から支払済みまで年５

分の割合による金員の限度で被告Ａ３及び被告Ａ４とそれぞれ連帯して）を支

払え。 

   被告Ａ２は，会社原告に対し，被告Ａ５，被告Ａ６，被告Ａ７及び被告Ａ８
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と連帯して，２０億３６８３万４９４０円及びこれに対する平成２４年２月２

日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

   イ 被告Ａ３及び被告Ａ４は，それぞれ，会社原告に対し，被告Ａ５，被告Ａ６，

被告Ａ７及び被告Ａ８と連帯して，１０億１８４１万７４７０円及びこれに対

する平成２４年２月２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

   ウ 被告Ａ５，被告Ａ６，被告Ａ７及び被告Ａ８は，会社原告に対し，連帯して，

４０億７３６６万９８８１円及びこれに対する平成２４年２月２日から支払

済みまで年５分の割合による金員（ただし，２０億３６８３万４９４０円及び

これに対する同日から支払済みまで年５分の割合による金員の限度で被告Ａ

２と連帯して，１０億１８４１万７４７０円及びこれに対する同日から支払済

みまで年５分の割合による金員の限度で被告Ａ３及び被告Ａ４とそれぞれ連

帯して）を支払え。 

  被告Ａ２は，会社原告に対し，被告Ａ５及び被告Ａ６と連帯して，４５億８０

１１万円及びこれに対する平成２４年２月２日から支払済みまで年５分の割合

による金員を支払え。 

   被告Ａ３及び被告Ａ４は，それぞれ，会社原告に対し，被告Ａ５及び被告Ａ６

と連帯して，２２億９００５万５０００円及びこれに対する平成２４年２月２日

から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

   被告Ａ５及び被告Ａ６は，会社原告に対し，連帯して，９１億６０２２万円及

びこれに対する平成２４年２月２日から支払済みまで年５分の割合による金員

（ただし，４５億８０１１万円及びこれに対する同日から支払済みまで年５分の

割合による金員の限度で被告Ａ２と連帯して，２２億９００５万５０００円及び

これに対する同日から支払済みまで年５分の割合による金員の限度で被告Ａ３

及び被告Ａ４とそれぞれ連帯して）を支払え。 

 ３ 被告Ａ６，被告Ａ７及び被告Ａ８は，会社原告に対し，連帯して，２２億０９２

５万円及びこれに対する平成２４年２月２日から支払済みまで年５分の割合によ
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る金員を支払え。 

  被告Ａ６，被告Ａ７及び被告Ａ８は，会社原告に対し，連帯して，２５億４４

００万円及びこれに対する平成２４年２月２日から支払済みまで年５分の割合

による金員を支払え。 

   被告Ａ６，被告Ａ７及び被告Ａ８は，会社原告に対し，連帯して，２３億３５

１７万００６６円及びこれに対する平成２４年２月２日から支払済みまで年５

分の割合による金員を支払え。 

 ５ 被告Ａ６，被告Ａ７，被告Ａ８及び被告Ａ９は，会社原告に対し，連帯して，１

０億円及びこれに対する平成２４年２月２日から支払済みまで年５分の割合によ

る金員を支払え。 

  被告Ａ６，被告Ａ７及び被告Ａ８は，会社原告に対し，連帯して，５４６億８

３８５万７８４８円及びこれに対する平成２４年２月２日から支払済みまで年５

分の割合による金員を支払え。 

   被告Ａ６，被告Ａ７，被告Ａ８及び被告Ａ９は，会社原告に対し，連帯して，

３９億９２１１万１０８８円及びこれに対する平成２４年２月２日から支払済

みまで年５分の割合による金員を支払え。 

以上 
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ファンド等一覧 

 

LGT Class Fund IT Ventures（以下「ＩＴＶ」という。） 

Central Forest Corp.（以下「ＣＦＣ」という。） 

Hillmore East（以下「Hillmore」という。） 

Easterside Investments Limited（以下「Easterside」という。） 

Twenty First Century Global Fixed Income Fund Ltd.（以下「２１Ｃ」という。） 

LGT Class Fund PS Global Investable Markets-O（以下「ＬＧＴ－ＧＩＭ」という。） 

SG Bond Plus Fund（以下「ＳＧボンド」という。） 

G.C. New Vision Ventures L.P.（以下「ＧＣＮＶＶ」という。） 

Neo Strategic Venture Ltd.（以下「Ｎｅｏ」という。） 

Quick Progress CO. LTD（以下「ＱＰ」という。） 

TEAO Limited（以下「ＴＥＡＯ」という。） 

Dynamic Dragon Ⅱ SPC（以下「ＤＤ」という。） 

Global Target SPC（以下「ＧＴ」という。） 

GPA INVESTMENTS Ltd.（以下「ＧＰＡＩ」という。） 

CREATIVE DRAGONS SPC（以下「ＣＤ」という。） 

Genesis Partners (Asia) Ltd.（以下「ＧＰＡ」という。） 
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課徴金納付命令の内訳 

 

番号 虚偽記載に係る開示書類 課徴金額

1 第１３９期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 ２８７３万円

2 第１４０期事業年度中間連結会計期間に係る半期報告書 １１６８万７７７７円

3 第１４０期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 ２３３８万２２２２円

4 第１４１期事業年度第１四半期連結会計期間に係る四半期報告書 ４２１万６０００円

5 第１４１期事業年度第２四半期連結会計期間に係る四半期報告書 ４２１万６０００円

6 第１４１期事業年度第３四半期連結会計期間に係る四半期報告書 ４２１万６０００円

7 第１４１期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 ８４３万２０００円

8 第１４２期事業年度第１四半期会計期間に係る四半期報告書 ７１３万７６２４円

9 第１４２期事業年度第２四半期会計期間に係る四半期報告書 ９１９万１９７９円

10 第１４２期事業年度第３四半期会計期間に係る四半期報告書 １０３９万０７３４円

11 第１４２期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 １８６９万９６６１円

12 第１４３期事業年度第１四半期連結会計期間に係る四半期報告書 ９００万３７１２円

13 第１４３期事業年度第２四半期連結会計期間に係る四半期報告書 ７７７万６１２９円

14 第１４３期事業年度第３四半期連結会計期間に係る四半期報告書 ８２０万４０５４円

15 第１４３期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 １６６７万６１０２円

16 第１４４期事業年度第１四半期連結会計期間に係る四半期報告書 １９８６万円  
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被告Ａ２ら３名を除く被告らの役員在任期間等 

 

 １ 承継前被告Ａ１ 

   昭和５１年１月３０日～平成１６年６月２９日 取締役 

   昭和５７年１月２９日～平成１３年６月２８日 代表取締役 

 ２ 被告Ａ５ 

   昭和６０年１月３０日～平成１７年６月２９日 取締役 

   平成３年６月２７日～平成１７年６月２９日 代表取締役 

 ３ 被告Ａ６ 

   平成５年６月２９日～平成２３年１１月２４日 取締役 

   平成１３年６月２８日～平成２３年１０月２６日 代表取締役 

 ４ 被告Ａ７ 

   平成１５年６月２７日～平成２３年６月２９日 取締役 

   平成２３年６月２９日～平成２３年１１月２４日 監査役 

 ５ 被告Ａ８ 

   平成１８年６月２９日～平成２３年１１月２４日 取締役 

 ６ 被告Ａ９ 

   平成２３年６月２９日～平成２３年１２月７日 取締役 

 ７ 被告Ａ１０ 

   平成１１年６月２９日～平成１３年６月２８日 取締役 

   平成１７年６月２９日～平成２４年４月２０日 取締役 

 ８ 被告Ａ１１ 

   平成１７年６月２９日～平成２４年４月２０日 取締役 

 ９ 被告Ａ１２ 

   平成１８年６月２９日～平成２４年４月２０日 取締役 

   平成２３年１０月２６日～平成２４年４月２０日 代表取締役 
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１０ 被告Ａ１３ 

   平成１８年６月２９日～平成２４年４月２０日 取締役    

１１ 被告Ａ１４ 

   平成２１年６月２６日～平成２４年４月２０日 取締役 

１２ 被告Ａ１５ 

   平成２０年６月２７日～平成２４年４月２０日 社外取締役 

１３ 被告Ａ１６ 

   平成１７年６月２９日～平成２４年４月２０日 取締役 

１４ 被告Ａ１７ 

   平成２０年６月２７日～平成２４年４月２０日 取締役 

１５ 被告Ａ１８ 

   平成２１年６月２６日～平成２４年４月２０日 取締役 

１６ 被告Ａ１９ 

   平成２３年６月２９日～平成２４年４月２０日 社外取締役 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

191 

 

 

別紙１，６乃至１７については省略 

 


